
受給者証は医療機関窓口で 

必ず提示してください 





※高額療養費、付加給付とは？ 

   どちらも、各健康保険で決められている 1 か月の医療費の上限額を越えた場合、医療費の払

い戻しをする制度です。 

高額療養費 全ての健康保険で実施  

付加給付 一部の健康保険で実施 

・大手企業の健康保険に多い 

・上限額も各健康保険で異なる 

・名称が違う場合もある 
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